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走
行
中
の
バ
ス
車
内
で
の
事
故
を
防
止

す
る
た
め
、「
車
内
事
故
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
」
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

走
行
中
に
席
を
離
れ
る
と
、
転
倒
な
ど

思
わ
ぬ
け
が
を
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

お
降
り
の
際
は
、
バ
ス
が
停
留
所
に
着
い

て
扉
が
開
い
て
か
ら
席
を
お
立
ち
願
い
ま

す
。
ま
た
、
バ
ス
は
安
全
運
転
に
徹
し
て

お
り
ま
す
が
、
や
む
を
得
ず
急
ブ
レ
ー
キ

を
掛
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
満
席
の
た

め
、
お
立
ち
に
な
っ
て
ご
利
用
い
た
だ
く

場
合
に
は
、
吊
革
や
握
り
棒
に
し
っ
か
り

お
つ
か
ま
り
下
さ
い
。

バ
ス
の
車
内
事
故
防
止
に
皆
様
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
受
給
者
の
資
格
要
件

身
体
障
害
者
手
帳
1
〜
3
級
の
方
・
療

育
手
帳
Ⓐ
・
A 

・
Ⓑ
の
方
が
受
け
た
医

療
費
の
自
己
負
担
分
の
一
部
を
助
成
し
ま

す
（
但
し
、
本
人
・
配
偶
者
・
扶
養
義
務

者
に
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
場
合
は
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
）。

○
医
療
機
関
等
窓
口
で
の
一
部
負
担
金

・
通
院
２
０
０
円
／
日

（
医
療
機
関
ご
と
に
月
4
日
ま
で
） 

・
入
院
２
０
０
円
／
日

（
医
療
機
関
ご
と
に
月
14
日
ま
で
）

※

現
在
重
度
心
身
障
害
者
医
療
資
格
認
定

を
受
け
て
お
ら
れ
る
方
の
受
給
者
証
の

有
効
期
限
は
7
月
31
日
で
す
。
８
月
以

降
の
資
格
認
定
は
自
動
更
新
と
な
っ
て

お
り
、
該
当
の
方
へ
は
7
月
中
旬
に
受

給
者
証
を
送
付
し
ま
す
。

市
で
は
、
保
護
者
と
生
計
を
同
一
に
す

る
児
童
の
い
る
世
帯
に
対
し
て
、
平
成
27

年
度
よ
り
「
第
３
子
以
降
の
保
育
料
を
無

料
化
」、
平
成
28
年
度
か
ら
は
「
第
２
子

の
保
育
料
を
半
額
」
と
す
る
、
多
子
軽
減

制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
子
育
て
世
帯
の
経
済
的

な
負
担
を
よ
り
一
層
軽
減
し
、
子
育
て
環

境
の
充
実
を
図
り
、
出
生
率
の
向
上
及
び

子
育
て
世
代
の
定
住
促
進
を
目
指
し
ま

す
。
対
象
の
要
件
は
次
の
通
り
で
す
。

●
第
２
子
半
額

①
18
歳
以
下
の
兄
弟
姉
妹
で
、
第
２
子
が

保
育
所
（
園
）
も
し
く
は
幼
稚
園
を
利

用
し
て
い
る
。

②
安
芸
高
田
市
に
住
所
が
あ
る
。

③
市
税
等
の
滞
納
が
な
い
。

●
第
３
子
以
降
無
料

①
18
歳
以
下
の
兄
弟
姉
妹
で
、
第
３
子
以

降
の
子
が
保
育
所
（
園
）
も
し
く
は
幼

稚
園
を
利
用
し
て
い
る
。

②
安
芸
高
田
市
に
住
所
が
あ
る
。

③
市
税
等
の
滞
納
が
な
い
。

多
子
軽
減
制
度
を
受
け
る
に
は
申
請
が

必
要
で
す
。
す
で
に
今
年
度
多
子
軽
減
の

申
請
を
出
し
て
い
る
世
帯
も
、
来
年
度
も

・
広
島
被
爆

昭
和
21
年
６
月
１
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

・
長
崎
被
爆

昭
和
21
年
６
月
４
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

健
康
長
寿
課
ま
た
は
各
支
所
窓
口
係
に

用
意
し
て
あ
る
専
用
の
申
し
込
み
は
が
き

に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
上
、
直
接
県
庁

被
爆
者
支
援
課
へ
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
広
島
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
電

子
申
請
に
よ
り
申
し
込
み
が
で
き
ま
す
。

平
成
30
年
１
月
31
日(

水)
※

消
印
有
効

平
成
30
年
2
月
28
日(

水)

ま
で

無
料

※

詳
し
く
は
健
康
長
寿
課
ま
た
は
各
支
所

に
あ
り
ま
す
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
「
平
成
29

年
度
被
爆
者
二
世
健
康
診
断
の
お
知
ら

せ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

記
入
し
、
郵
送
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
・
電
子
メ
ー

ル
・
持
参
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
応
募
用
紙
は
上
下
水
道
課

窓
口
、
も
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。

２
〜
３
名

平
成
29
年
8
月
か
ら
審
議
が
終
了
す
る

ま
で書

類
選
考
の
う
え
決
定

〒
７
３
１

－

０
５
９
２

安
芸
高
田
市
吉
田
町
吉
田
７
９
１

安
芸
高
田
市
建
設
部
上
下
水
道
課
業
務
係

☎
47

－

１
２
０
３
（
直
通
）

　jougesuidou@
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平
成
29
年
度
被
爆
二
世
健
康
診
断
が
次

の
と
お
り
実
施
さ
れ
ま
す
。

両
親
の
い
ず
れ
か
が
原
子
爆
弾
被
爆
者

で
あ
り
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
広
島

県
内
に
居
住
す
る
方
。

上
下
水
道
課
で
は
、
水
道
料
金
、
下
水

道
使
用
料
の
改
定
等
に
つ
い
て
審
議
し
て

い
た
だ
く
た
め
「
安
芸
高
田
市
上
下
水
道

料
金
審
議
会
」
を
設
置
し
ま
す
。

こ
の
審
議
会
は
学
識
経
験
者
、
地
域
振

興
会
か
ら
選
出
さ
れ
た
方
及
び
団
体
か
ら

選
出
さ
れ
た
方
等
で
構
成
す
る
予
定
で
す

が
、
広
く
市
内
に
お
住
い
の
皆
様
の
ご
意

見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
委
員
の
一
部
を

公
募
し
ま
す
。

7
月
3
日
（
月
）

〜
7
月
14
日
（
金
）　※

必
着

次
の
す
べ
て
の
項
目
に
該
当
さ
れ
る
方

①
安
芸
高
田
市
に
居
住
し
て
い
る
満
20
歳

以
上
の
方

②
安
芸
高
田
市
の
付
属
機
関
及
び
協
議
会

等
の
委
員
で
な
い
方

③
安
芸
高
田
市
の
特
別
職
の
職
員
、
常
勤

の
一
般
職
の
職
員
及
び
市
議
会
議
員
で

な
い
方

④
審
議
会
に
出
席
で
き
る
方
（
平
日
の
日

中
３
回
程
度
、
１
回
あ
た
り
概
ね
３
時

間
を
予
定
）

所
定
の
応
募
用
紙
に
応
募
の
動
機
等
を

市
役
所
本
庁
か
支
所
に
て
ご
請
求
く
だ

さ
い
。

１
通
３
５
０
円

た
だ
し
固
定
資
産
関
係
証
明
は
２
枚
目

か
ら
１
枚
１
０
０
円
で
す
。

※

市
役
所
で
の
交
付
と
同
額
で
す
。

平
日
９
時
〜
17
時

※

土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
休
日
、
年
末
年

始
を
除
く

申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

・
保
育
所
／
子
育
て
支
援
課

☎
47

－

１
２
８
３

・
幼
稚
園
／
教
育
総
務
課

☎
42

－

０
０
４
９

市
役
所
に
来
ら
れ
な
く
て
も
、
近
く
の

郵
便
局
で
住
民
票
や
印
鑑
登
録
証
明
書
、

税
証
明
な
ど
の
請
求
が
で
き
、
市
民
の
方

な
ら
ど
な
た
で
も
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
請
求
時
は
本
人
確
認
の
た
め
、
運

転
免
許
証
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
写

真
付
き
）・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
写

真
付
き
）・
保
険
証
な
ど
の
身
分
証
明
書

と
印
鑑
を
必
ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

○
取
扱
郵
便
局

川
根
郵
便
局
・
来
原
郵
便
局
・
生
桑
郵

便
局
・
北
郵
便
局
・
横
田
郵
便
局
・
小
田

郵
便
局

※

法
令
に
よ
り
、
郵
便
局
で
は
委
任
状
に

よ
る
代
理
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

教
育
総
務
課

☎
42

－

０
０
４
９
　
　
42

－

４
３
９
６

上
下
水
道
課

☎
47

－

１
２
０
３
　
　
47

－

１
２
０
６

保
険
医
療
課

☎
42

－

５
６
１
９
　
　
42

－

２
１
３
０

税
務
課

☎
42

－

５
６
１
４
　

中
国
運
輸
局
広
島
運
輸
支
局
・
広
島
県
バ
ス
協
会

　
☎
０
８
２

－

２
６
１

－

３
２
３
８

総
合
窓
口
課

☎
42

－

５
６
１
６
　

子
育
て
支
援
課

☎
47

－

１
２
８
３
　
　
42

－

２
１
３
０

広
島
県
被
爆
者
支
援
課
援
護
グ
ル
ー
プ

☎
０
８
２

－

５
１
３

－

３
１
１
６

重
度
心
身
障
害
者

医
療
費
助
成
制
度

「
上
下
水
道
料
金
審
議
会
」

委
員
募
集

被
爆
二
世
健
康
診
断

市
独
自
の
保
育
料
負
担
軽
減
制
度

一
部
の
郵
便
局
で
住
民
票
な
ど
の

請
求
が
で
き
ま
す

バ
ス
の
車
内
事
故
防
止

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

制
度
内
容

募
集
期
間

応
募
資
格

応
募
方
法

募
集
人
数

任
期

選
考
方
法

お
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先

対
象
者

申
込
方
法

申
込
期
限

実
施
期
間

検
査
費
用

受
給
資
格

お
問
い
合
わ
せ
先

手
数
料

受
付
時
間

証明書の種類 請求できる方

本人または本人と同じ世帯の方

本人のみ
（印鑑登録証を必ず持参してください）

本人のみ

本人のみ
（法人の場合は委任状による申請ができます）

住民票
住民票記載事項証明書

印鑑登録証明書

納税証明書

所得証明書
評価証明書
課税証明書




